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【講師】
Sunshine consulting office

特定社会保険労務士 大西 浩

2025年の年金制度改正の方向性
と中小企業に与える影響について 

令和6（2024）年財政検証を踏まえつつ、

今後の年金改正等の影響を解説します。

2025年2月20日
神奈川県社会保険労務士会
川崎北支部 一般向け講演会資料
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本日のアジェンダ

１．オープニング （年金とは？）

２．令和６（2024）年財政検証について

３．2025年年金法改正の方向性

４．投資教育の重要性と年金との付き合い方

５．クロージング
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１.オープニング （年金とは？）
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日本の年金制度の体系

貯蓄・NISA等

国民年金（基礎年金）

厚生年金保険
（会社員）
加入者数
4,065万人

（公務員等）
加入者数
471万人

確定拠出年金
（企業型）
加入者数
782万人

iDeCo

確定給付
企業年金
加入者数
930万人

厚生年金
基金

加入者数
12万人

（代行部分）

退職等
年金給付

第2号
被保険者の
被扶養配偶者

第1号被保険者
1,431万人

第２号被保険者
4,535万人

第３号被保険者

763万人

iDeCo

（iDeCo）
加入者数 239万人

国
民
年
金
基
金

加入者数
34万人

青・緑色：任意

数値は
令和4年3月末時点

（出所）厚生労働省「第10回社会保障審議会年金部会、第30回社会保障審議会企業年金・個人年金部会合同開催 資料「公的年金と私的年金の現状と課題について」

3
階
部
分

２
階
部
分

１
階
部
分

〇年金制度は「３階建て」の構造

〇１・２階部分の公的年金が国民の老後生活の基本を支え、個人年金と合わせて

老後生活の多様なニーズに対応
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65歳以上の夫婦のみの無職世帯（夫婦高齢者無職世帯）の家計収支 －2023年－

出典：家計調査報告（家計収支編）2023年（令和5年）平均結果の概要
（2024年3月8日掲載）

老後の生活費
２５０，９５９円
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65歳以上の夫婦のみの無職世帯（夫婦高齢者無職世帯）

社会保障給付 その他収入 消費支出 非消費支出 不足額

※総務省統計局 家計調査より作成

54,519円×12ケ月×30年＝19,626,840円←これが2000万円問題

高齢無職世帯の家計収支推移 
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公的年金は予測できない将来に備える生涯にわたる保険

貯金（積立方式）ではなく、社会全体の仕送り（賦課方式）

小売物価統計調査より （出所）第10回社会保障審議会年金部会（2023年12月11日）資料
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年金制度の長期的な財政の枠組み

厚生労働省資料より
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２.令和６（2024）年財政検証について
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財政検証とは？（公的年金の定期健康診断）

以下を検証するのが財政検証    
① 概ね100年という長期の財政収支の見通し  
② マクロ経済スライドの終了年度の見通し   
③ 給付水準（所得代替率）の見通しを5年に1度検証 

【具体的内容】 （１）財政見通しの作成    
（２）マクロ経済スライドの開始・終了年度の見通し

  （３）オプション試算（公的年金の今後の課題を検証）
    

2004（平成16）年法改正 ：「将来世代の過重な負担を回避する
観点から、保険料水準の上限を固定し、これに、国庫負担・積立金
の活用（運用収益・取り崩し）を加えた3つを年金給付の財源とし、
当該財源の範囲内で給付を賄う仕組みに刷新。」 

⇒ 「マクロ経済スライド」の導入
将来の給付と負担を均衡させるため、人口減少や平均余命の伸び
に合わせて給付水準を自動調整   

厚生労働省資料より
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財政検証の前提条件と所得代替率

給付水準は所得代替率で検証   
年金受給開始時点（６５歳）における現役世代の平均手取り収入額（賞与含）に
対するモデル年金額の比率。

所得代替率は長期的に50%を確保することが政策目標
（2024年時点61.2％から低下が予測されるが・・）  

所得代替率
＝ （夫婦2人の基礎年金＋夫の厚生年金）/現役男子の平均手取り収入額

【検証の前提】

人 口 ：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」 より、  

出生・死亡・入国超過数を各3パターン設定

労働力：独立行政法人労働政策研究・機構「2023年度版 労働力需給推計」より、シナ

リオ3パターンを設定      

経 済 ：足下10年間は内閣府「中長期の経済財政に関する試算（2024年1月試算）」

それ以降は社会保障審議会年金部会専門委員会検討結果をもとに4通り設定

厚生労働省資料より
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財政の見通しとマクロ経済スライドの終了年度見通し
【検証結果：人口前提：出生中位・死亡中位・入国超過数16.4万人の場合】

足元所得代
替率（2024年）

①高度成長実現

６１．２％

②成長型経済
移行・継続

③過去30年投影

④1人当たりゼロ
成長

所得代替
率

（5年後）

６０．３％

６０．３％

６０．１％

５９．４％

所得代替率
（ﾏｸﾛ経済ｽﾗｲﾄﾞ

終了時点）

ﾏｸﾛ経済ｽﾗｲﾄﾞ
の終了時期

実質経済
成長率

５６．９％ 2039年 １．６％

５７．６％ 2037年 １．１％

５０．４％ 2057年 ▲0.1％

（50.1％）

※

（2059年）

※

▲0.7％

※ 機械的に給付調整を続けると、国民年金は2059年に積立金が無くなり完全な賦課方式に移行

厚生労働省資料より
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前回の財政検証結果との比較（所得代替率比較）

① 経済前提が良好なケース （2019年ケースⅠ～Ⅲ VS 2024年①②）

最終的な所得代替率は前回よりも5～6％程度上昇
調整期間も12～15年程度短縮

② 経済前提が芳しくないケース（2019年ケースⅣ～Ⅴ VS 2024年③）

50％を切っていた所得代替率が50％台確保となった。 

※ 経済前提は相違するため単純比較はできないが、概ね改善傾向
※ 女性・高齢者の労働参加の進展、積立金の運用結果が良好だったとの説明

※ 2019 年は出生中位・死亡中位のケース、2024 年は出生中位・死亡中位・入国超過数16,4 万人のケース。
（出所）厚生労働省「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し：令和6（2024）年財政検証結果」に基づき作成
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出典：厚生労働省 令和６（2024）年７月３日公表 令和６（2024）年財政検証結果より 
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年金額が２割減るのは本当か？
「将来の年金は2割減」「経済が良好でも給付減は不可避」との報道あり・・・？？？

所得代替率の減少（（50％／61.2％）-1ｓ≒18.3％）を年金額に当てはめ2割減？

※1 年金額（月額）は、各時点の名目額を物価上昇率で2024 年度時点に割り戻した実質額。
※2 出生中位・死亡中位・入国超過数16,4 万人のケース。
（出所）厚生労働省「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し：令和6（2024）年財政検証結果」に基づき作成
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出典：厚生労働省 令和６（2024）年７月３日公表 令和６（2024）年財政検証結果より 
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所得代替率及びモデル年金の将来見通し（まとめ）

既裁定者の
年金額の見通し

既裁定者の年金額の減少
は将来世代ほど限定的

※1 年金額（月額）は、各時点の名目額を物価
上昇率で2024 年度時点に割り戻した実質額。

※2 出生中位・死亡中位・入国超過数16,4 万人
のケース。

（出所）厚生労働省「国民年金及び厚生年金に
係る財政の現況及び見通し：令和6（2024）年
財政検証結果」に基づき作成
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財政検証の「オプション試算」とは？

オプション試算（関連計算）とは法律で要請されている「
財政の現況及び見通し」に加えて、一定の制度改正を
行うことを仮定した試算。
    

本計算は前提条件に左右されがちだが、オプション試
算は公的年金制度の課題検討に資するための検証作
業として2014（平成26）年の財政検証から実施

厚生年金の給付水準自動調整は所得代替率ベースでは約２割の減少が
見込まれるものの、金額ベースでは軽微であることが伺えた。 
しかし、基礎年金の給付水準の減少は深刻で、本体試算だけでなく様々な

制度改税を盛り込むオプション試算は重要となっている
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（１） 被用者保険の更なる適用拡大 【制度改革が有力】
① 被用者保険の適用対象となる企業規模要件（2024年10月51人以上）の廃止と5名以上個人事業所に係る非適用

業種の解消を行う場合。
② ①に加え短時間労働者の賃金要件（月収8.8万円以上）の撤廃又は最低賃金の引上げにより同等の効果が得られ

る場合
③ ②に加え、5人未満の個人事業所も適用事業所とする場合
④ 所定労働時間が週10時間以上の全ての被用者を適用する場合

注１：給付水準調整終了後の所得代替率であり、（）内は給付水準の調整終了年度である。
注２：試算における人口の前提は、中位推計（出生中位、死亡中位、入国超過数16.4万人）。

（出所）厚生労働省「令和6（2024）年
財政検証結果の概要」に基づき作成
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（２） 基礎年金の拠出期間延長と給付の増額
基礎年金の保険料拠出期間を現行の40年（20～59歳）から45年（20～64歳）

に延長し、拠出期間が伸びた分に合わせて基礎年金額を（24年度月6万8千円）よ
りも増額する場合。    

給付増を無視して、負担増のみを切り取ったマスメディア報道やインターネット上の批判
が根強いことから・・・・

2024年7月3日開催の第16回社会保障審議会年金部会で厚生労働省事務方責任者（
年金局長）より本施策見送りの異例の公表

（出所）厚生労働省「令和6（2024）年
財政検証結果の概要」に基づき作成
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（３） マクロ経済スライドの調整期間の一致
厚生年金（報酬比例）と基礎年金との財政を調整するなどして両制度のマクロ経

済スライドによる調整期間を一致させた場合   

基礎年金の給付水準改善は、適用拡大と合わせた優先課題であるが、
国庫負担の引上げを伴う。

（出所）厚生労働省「令和6（2024）年
財政検証結果の概要」に基づき作成
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（４） 在職老齢年金

高在老は高齢者の就労延長の
阻害要因

働く年金受給者の給付増加の一方
将来受給世代の給付水準低下

高齢者の就労促進効果を踏まえた
組み合わせ試算も検討必要か？

一定以上の賃金を得ている６５歳以上の老齢厚生年金受給者を
対象に老齢厚生年金の一部または、全額を支給停止する仕組み
（在職老齢年金制度）の見直しを行った場合

（出所）厚生労働省「令和6（2024）年財政検証結果の概要」に基づき作成

高在老（65歳老齢厚生年金受給者停止額24年50万円）
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（５） 標準報酬月額の上限見直し

厚生年金の標準報酬月額の上限（現行65万円）について、以下のと
おり見直した場合
①75万円、 ②83万円、 ③98万円

注１：上限該当者数は2022年度末時点における現行の上限（65万円）該当者数259万人（１号厚年のみ）を、「健康保険・船員保険被保険者実態調査（令和４年10月）」による健康保険・
船員保険の標準報酬月額等級別被保険者数の分布をもとに按分して推計。（ ）内は被保険者全体（4,200万人）に占める上限該当者の割合。
注２：保険料収入の増加額は満年度１年分。2022年度末時点におけるデータをもとに試算したもの。
注３：所得代替率への影響は、過去30年投影ケースにおける給付水準調整終了後の所得代替率への影響を示している（人口の前提は、出生低位・死亡中位・入国超過数16.4万人）。
過去30年投影ケース（出生低位・死亡中位・入国超過数16.4万人）における給付水準調整終了後の所得代替率（比例）：
※（）内は調整終了年度
［現行］23.9％（2031年度） → ［上限の見直し①：75万円］24.2％（2030年度）、［上限の見直し②：83万円］24.3％（2030年度） 、［上限の見直し③：98万円］24.5％（2029年度）
なお、成長型経済移行・継続ケースや、過去30年投影ケース（出生中位・死亡中位・入国超過数16.4万人）においては、現行制度の下で報酬比例部分の調整がかからない（又
は調整期間が短い）見通しとなっているため、所得代替率への影響を計測することができない。
注４：見直し後の上限該当者について、令和６年度の年金額を前提として試算したもの。

（出所）厚生労働省「令和6（2024）年財政検証結果の概要」に基づき作成

上限該当者・企業の保険料負担増加により所得代替率も改善
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３．2025年年金法改正の方向性
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オプション試算による法改正の方向性

（１）被用者保険の更なる適用拡大 【制度改革が有力】
106万円・130万円の壁も解消か？（金額から労働実態へ）

（２）基礎年金の拠出期間延長と給付の増額 【見送り】

（４）在職老齢年金【要検討】  【検討継続】

（３）マクロ経済スライドの調整期間の一致 【要検討】
今後は（１）を基本に（２）（３）も検討されるか？

（５）標準報酬月額の上限見直し 【検討継続】
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令和6（2024）年オプション試算による所得代替率 

オプション試算の概要（まとめ）
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一人当たりの平均年金額の公表

【一人当たりの平均年金額の公表】
従来のモデル年金額は（夫のみ40年間厚生年金に加入・妻は専

業主婦）としていたが、今回財政検証では、2021年度までの個人
単位での公的年金加入履歴を出発点として、65歳到達年度までの
毎年度の加入制度や標準報酬等の変遷を踏まえたシミュレーション
として計算した一人当たり平均年金額を公表

被用者の更なる適用拡大が若年世代及び女性の給付水準改
善に寄与することが確認される。  



30 ©2024Sunshine consulting office 

社会保障審議会企業年金・個人年金部会の議論
（2024年3月同部会中間整理）

【視点１】 国民の様々な働き方やライフコースの選択に対応し、
公平かつ中立的に豊かな老後生活の実現を支援する
ことができる私的年金制度の構築

①拠出・運用・給付一体での議論、②拠出の在り方、③給付の在り方、④iDeCo加入可
能年齢の引上げ、⑤iDeCo受給開始年齢の引上げ、⑥国民年金基金制度、⑦運用期
間中税制

【視点２】 私的年金制度導入・利用の阻害要因を除去し、より多くの
国民が、私的年金制度を活用することができる環境整備

①私的年金の普及拡大、②iDeCoプラス、③簡易型DC制度、④手続きの簡素化、
⑤その他

【視点３】 制度の運営状況を検証・見直し、国民の資産形成を促進
するための環境整備

①DC・DB共通の論点、②DB制度の環境整備、③DC制度の環境整備

その他、公的年金・私的年金の役割分担・連携の在り方、存続厚生年金基金の在り方
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私的年金制度の改正の方向性

【議論のポイント】

１．iDeCo加入可能年齢、拠出限度額・受給開始年齢の引上げ

「iDeCo加入者＝国民年金の被保険者」の現行がどの様に調整されるか？
企業型DCの拠出限度額への影響の検討

２．企業型DCの拠出限度額の引上げ
現行拠出限度額（月5.5万円）がどの様に上がるのか？

３．DB・DCの資産運用の見える化（情報公開）
厚生労働省が情報集約し公表することも含め次期年金制度改正に合わせ

検討（対外説明の重要性）

４．企業年金の加入者等の利益の最大化
DCのみならず、DBについても運用益の加入者還元施策が要検討。

５．給付の見える化
あらゆる年金制度を一元管理できる仕組み構築

６．私的年金の普及拡大
広報活動や窓口設置策にとどまらず、現場意見に基づく具体策検討

７．公的年金と私的年金の役割分担・連携の在り方
企業年金・個人年金部会と年金部会双方委員からなる専門委員会も必要か。
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私的年金制度の改正の方向性

【財政検証結果を踏まえた企業年金の制度改正の方向性】
１．iDeCoの制度改正

① 加入可能年齢の引上げ
② 拠出限度額の引上げ及び受給開始年齢の上限引上げ

・ iDeCoの加入者＝国民年金被保険者の中での調整
・ 国民年金被保険者期間延長は先送り
・ 任意加入70歳までを容認するか、ideco加入70歳まで一律容認か？

２．DB・DCの資産運用の見える化（情報公開）
・ 企業開示情報による見える化推進

 ・  DB：「事業報告書」「決算に関する報告書」
制度別に厚生労働省が集約・公表

 ・ DC：「事業報告書」「運営管理機関業務報告書」
事業主・規約・運営管理機関別に厚生労働省が集約・公表

その他、運用状況（運用の基本方針等）や専門人材の活用に係る取組
状況を含む情報他、開示対象となる制度の要件等の公表も検討中
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（参考） ＤＣの拠出限度額①（令和6年12月以降）
（出所）厚生労働省HP 確定拠出年金の拠出限度額
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（参考） ＤＣの拠出限度額②（令和7年度税制改正予定）
（出所）厚生労働省社会保障審議会企業年金・個人年金部会 参考資料
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４．投資教育の重要性と年金との付き合い方
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公的・私的年金を包摂する投資教育の必要性①
公的年金制度の将来不安を煽り、私的年金等の投資に踏み切れない日本の風潮

１978年/401K
1988年/529ﾌﾟﾗﾝ

１999年/ISA制度
2001年/ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ年金

2014年/NISA
2017年/iDeCo
2018年/つみたてNISA

内閣府2023年10月より
資産運用立国に関する基礎資料集
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公的・私的年金を包摂する投資教育の必要性②

出所：日本証券業協会「格差の国際比較と資産形成の課題について」（2022年2月）
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【税制優遇の効用】
額面（税引前）から10，000円貯金しようと思っても・・・

１０，０００

社会保険
（約１５％）

税務署
（約５％）

８，５００

８，０００

７，０００

県庁・市役所
（約１０％）

×
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資産形成・金融リテラシー研修への関心が高い若者たち
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資産運用の大きな２つの種類
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社会保障制度の
1つ。社会全体の

支え合い

私
的
年
金

公
的
年
金

個人が任意で
加入。

個人年金等

企業が従業員
のために行う

企業年金

iDeCo
（個人型確定拠出年金）

国民年金基金

個人年金保険

企業型確定拠出年金

確定給付企業年金

厚生年金基金

厚生年金

国民年金

老後所得確保からみた年金制度の全体像（主なもの）

全国民共通給付

会社員を対象とした
報酬比例給付

加入者数：903万人
（令和5年３月時点）

加入者数：１1万人
（令和5年３月時点）

掛金企業負担原則
加入者数：830万人
（令和5年３月時点）

加入者自ら掛金拠出
加入者数：328万人
（令和5年7月時点）

自営業者対象
加入者数：３３万人
（令和5年３月時点）
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中小企業への導入が増加しているDC
人手不足への対策として・・・

人財の採用・定着のための福利厚生を補強

多様性を尊重する若年層に対応

働きやすい会社（ホワイト企業）の演出にも有効

大手企業との退職金制度の格差縮小

DCの投資教育を通じて社員個人の資産形成
支援しエンゲージメントを高める

組織の健全な新陳代謝を促進する機能として
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選択制確定拠出年金独特のメリット・デメリット

従業員の選択で給与相当額の一部を掛金とする拠出制度の場合
従来制度とは相違する以下のメリット・デメリットもある。

従業員メリット

給与を掛金に振替えた分、所得税・住
民税に加え、社会保険料も軽減できる

従業員デ・メリット

給与を掛金に振り替えた分、将来受け
取る厚生年金が減少する可能性がある
（ＤＣ積立分でカバーを検討）

掛金分が給与とならず残業代等の減少
（給与規程で対応検討）

会社デ・メリット

掛金拠出により最賃法に抵触の恐れ

会社メリット

企業の追加負担なしで、新しい退職金
制度を導入できる。

現金給与が減少するので、社会保険料
の負担が軽減できる

企業年金制度を有する企業として求人、
従業員の定着化が図れる
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中小企業で普及している選択制の課題

◎ 経営者（もしくはその親族）のみ加入で従業員に制度が周知されていない。

◎ 事業主掛金なのに掛金を給与控除している。

◎ 投資教育が実施されていない（選択制だけの問題ではない）

◎ 未指図資産がそのまま放置されている（選択制だけの問題ではない）

◎ 法改正対応できていない（選択制だけの問題ではない）

◎ その他法令対応 環境変化に対応するための制度の見直しができていない

（選択制だけの問題ではない）

社会保障審議会 企業年金個人年金部会の議論から その他論点について

制度を適正に普及し、フォローできる
「法律や実務に熟知している専門家」の不足

選択制DCの導入は制度趣旨に合った（節税や社保削減のみを目的
としない）導入が企業の持続可能性を高めることとなります。導入検討
の際は、是非、専門家の意見に耳を傾けることをお勧めします。
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■ 従業員を引き留める福利厚生の本質キーワード
従業員の自立・・・・自助
個々人の選択・・・・個別管理
持続可能性・・・・・・退職給付債務等の不確定要素の排除

■ ライフプラン支援としての確定拠出年金（DC）
・ 確定拠出年金を活用して従業員満足度を上げる
・ 従業員個々人の人生100年時代をサポート

■ 人生100年時代に向けた経営課題として
・従業員にどの様な人生を送って欲しいか考える。

（企業エンゲージメントへつなげる）
・経営者自身がどの様に老後を送りたいか考える。

■ 企業型DC導入で社員にどの様なメッセージを送るか
自分のライフプランは、自分で決められるようになって欲しい。

選択される企業年金の導入ポイント



©2024Sunshine consulting office 

５．クロージング
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企業が従業員資産形成を支援すべき背景①
資産所得倍増プランの7つの柱

第一の柱 家計金融資産を貯蓄から投資にシフトさせるNISAの抜本的拡充や恒久化

第二の柱 加入可能年齢の引上げなどIDeCo制度の改革

第三の柱 消費者に対して中立的で信頼できるｱﾄﾞﾊﾞｲｽの提供を促すための仕組みの創設

第四の柱 雇用者に対する資産形成の強化

第五の柱 安定的な資産形成の重要性を浸透させていくための金融経済教育の充実

第六の柱 世界に開かれた国際金融センターの実現

第七の柱 顧客本位の業務運営の確保

雇用者の経済的な安定（Financial Well-Being）を支援する取り組み
は世界的に広まっている

雇用主としての企業は雇用者からの信頼度が高く、世界では、
人々の幸福を目指すうえで心身の健康のみならず、企業を通じた
経済的な安定を支援する取り組みが広がりつつある。
我が国においても雇用主による雇用者の経済的な安定の向上に
向けた取り組みが推進されつつある。
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企業が従業員資産形成を支援すべき背景②

Wellbeingの要素 概要

① 健康
（Health）

身体的・精神的に健康な状態であること

② 仕事環境
（Work environment）

担当業務が充実していること
自身の状況に応じた柔軟な働き方（時間・場所）が選択でき
ること

③ キャリア
（Career）

現在の環境が将来のキャリアにつながると思えること
成長実感、貢献感が感じられること

④ 人間関係
（Relationship）

仕事の関係者、周囲と互いに学び合う状況であること
相互貢献により、他者とつながっているとかんじられること

⑤ お金
（Financial）

将来や老後に向けて資金・資産面で不安な状態にないこと
会社からの資産形成にかかるサポートがあり、満足している
こと

企業にとってWellbeingの要素を確保することは、従業員の新規獲
得、定着化のみならず企業エンゲージメント向上に大きく寄与する。
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Financial Wellbeing とは？

出所：“Financial well-being: The goal of financial education”（Consumer Financial Protection Bureau /消費者金融保護局, January 2015）
なお、日本語はすべてウェルスペント訳
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確定拠出年金は導入から活用の時代へ

Financial Wellbeing の実現へ
安心して満足するような生活ができるために資産管理・運用が席ているか

資産形成支援制度の導入（確定拠出年金）に留まること

なく、退職までの資産蓄積及び退職後に資産を取り崩し

ながら運用する方法（資産活用）も見据えたマネープランを

自分事として作成し、実践することを支援する。

その際、従業員が適切に利用し、資産形成を実践できる

ように金融教育を行う。
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まとめ

今回の財政検証結果は、前回と比較して総じて良好な
結果となり、適用拡大などの法改正は今後も粛々と継続
されると想定されます。

一方、政府は資産倍増計画を方針として進めており、
今後も公的年金・私的年金を相互に連携させた改正が
進められると思われます。

法改正の中には会社にとって費用負担増となる改正も
あるものの、少子高齢化が進む中で企業エンゲージメント
の高い人材確保のため、コストから投資への変換を図る
企業も増加するものと思われます。

その際、専門家などの意見にも耳を傾け、企業エンゲー
ジメントに繋がる正しい金融教育の実施が重要となると
思います。
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確定拠出年金 NISA

企業型DC iDeCo つみたて投資枠 成長投資枠

対象者
70歳未満の

厚生年金加入者
65歳未満の

国民年金加入者 日本に住む18歳以上の人

金融機関 会社が選択 個人が選択 個人選択

口座管理
手数料 企業負担

個人負担
（年間２，０００円程度～） なし

最低積立金 会社・個人で異なる 月額5,000円以上 金融機関によって異なる

投資上限 月額55,000円
（会社・個人で異なる）

属性・個人で異なる
（月間5,000円～68,000円）

年間120万円 年間２４０万円
（合計年間360万円）

対象商品 定期預金、保険商品、投資信託
一定条件満たす

投信・ETF
上場株式

ETF・REIT等

税
優
遇

購入
拠出時 非課税（掛金が所得控除の対象）

運用時 非課税 非課税

給付時 課税
（退職所得控除や公的年金等控除が適用）

新規投資
期間

70歳になるまで
（厚生年金加入・会社次第）

６５歳になるまで
（国民年金加入が条件）

恒久化（生涯投資枠1,800万円）

引き出し 原則60歳以上 いつでもできる

非課税運用
期間 原則７５歳まで 無制限

（参照） 確定拠出年金と新ＮＩＳＡの比較
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お礼 講師より

今日はご受講ありがとうございます。

今回の研修で学んだことが、皆様の活躍に役立って

いただければ幸いです♪

サンシャイン・コンサルティングオフィス

働き方改革を支援する
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